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本
稿
は
、
慶
応
三
年
十
二
月
二
十
五
日
に
起
き
た
、
江
戸
薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
を
、
史
料
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
日
ま
で
、
こ
の
「
事
件
」
を
、
当
該
期
の
史
料
に
よ
っ
て
論
じ
た
学
術
論
文
は
無
く
、
多
く
は
幕
末
維
新
史
の
通
史
的
叙
述
の
な
か
で
、

戊
辰
戦
争
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
「
事
件
」
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
で
は
そ
の
際
、
い
か
な
る
史
料
が
活
用
さ
れ
て
き

た
か
、
そ
れ
は
、
「
事
件
」
か
ら
二
十
年
以
上
後
に
、
回
顧
的
に
語
ら
れ
た
「
史
料
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
戊
辰
戦
争
研
究
に
お
け
る

最
も
基
礎
的
な
編
纂
史
料
で
あ
る
『
復
古
記
』
に
採
録
さ
れ
た
史
料
さ
え
も
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
こ
こ
数
年
間
、

戊
辰
戦
争
期
に
お
け
る
江
戸
民
衆
意
識
の
解
明
を
目
指
し
、
当
該
期
に
筆
録
さ
れ
た
多
く
の
史
料
を
撮
影
・
複
写
し
て
き
た
が
、
そ
の
中

に
は
「
事
件
」
に
関
す
る
原
本
・
写
本
史
料
も
含
ま
れ
る
。
だ
が
、『
復
古
記
』
中
の
史
料
さ
え
活
用
さ
れ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
、『
復

古
記
』
か
ら
判
明
す
る
「
事
件
」
の
相
貌
を
ま
ず
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紙
幅
の
関
係
で
、
本
稿
は
そ
れ
を
も
っ
て
一
と
し
、 

二

以
降
を
次
回
と
す
る
。 
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序
―
本
稿
の
目
的
と
史
料
群 

  

目
的 

 

本
稿
は
前
稿
に
続
き
、
旧
華
族
家
提
出
の
「
家
記
」
を
初
め
と
す
る
膨
大
な
史
料

群
の
な
か
か
ら
、『
復
古
記
』
に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
諸
記
事
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ

り
、
戊
辰
戦
争
期
〔
前
後
を
含
む
二
年
弱
〕
の
江
戸
情
勢
を
探
究
し
、
当
該
期
江
戸

民
衆
意
識
を
解
明
す
る
た
め
の
史
料
的
基
礎
を
築
く
作
業
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
本
稿
は
そ
の
内
、
慶
応
三
年
十
二
月
二
十
五
日
に
起
き
た
「
薩
摩
藩
江
戸
藩
邸

焼
き
討
ち
事
件
」
に
限
定
し
、
諸
史
料
か
ら
そ
の
全
貌
の
解
明
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
そ
の
ま
た
第
一
の
段
階
の
み
で
あ
る
。 

 

薩
摩
藩
江
戸
藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
〔
以
下
単
に
「
事
件
」
と
略
記
〕
が
、
江
戸
三

田
薩
摩
藩
邸
を
根
城
と
し
、
薩
摩
藩
士
伊
牟
田
尚
平
と
益
満
休
之
助
を
指
揮
官
と
す

る
浪
士
隊
に
よ
る
江
戸
・
関
東
一
帯
で
の
、
金
穀
強
奪
・
放
火
等
の
無
法
行
為
の
結

果
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
だ
け
に
、『
復
古
記
』
に
は
記
事
が
少
な
い
の
で
は
、

と
思
わ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、「
事
件
」が
戊
辰
戦
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
だ
け
に
、

実
は
、
相
当
量
の
記
事
が
諸
史
料
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、「
事
件
」
に
関
す
る
一
般
的
歴
史
叙
述
は
勿
論
、
学
術
的
研
究
に
お
い

て
さ
え
、『
復
古
記
』
採
録
記
事
の
十
分
な
活
用
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、『
復

古
記
』
編
纂
時
に
対
象
と
な
っ
て
い
た
原
史
料
の
内
に
、『
復
古
記
』
に
は
採
録
さ
れ

な
か
っ
た
記
事
が
あ
る
か
、
と
い
っ
た
検
証
は
勿
論
さ
れ
ず
、
況
ん
や
、『
復
古
記
』

編
纂
の
対
象
に
も
漏
れ
て
い
た
、
当
時
の
原
写
本
史
料
が
他
に
あ
る
か
、
と
い
っ
た

史
料
渉
猟
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

で
は
当
今
、
巷
に
流
れ
て
い
る
「
事
件
」
に
関
す
る
歴
史
叙
述
や
研
究
は
、
如
何

な
る
「
史
料
」
に
基
づ
い
て
の
も
の
な
の
か
。 

 

実
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
学
術
性
の
高
い
歴
史
書
も
含
め
、
事
件
か
ら
相
当
年
数

を
経
た
時
点
で
回
想
的
に
記
録
さ
れ
た
「
史
料
」
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
事
件
」
に
関
与
し
た
一
人
落
合
直な

お

亮あ
き

が
、
明
治
二
十
三
年
に
求
め
に
応

じ
て
語
っ
た
も
の
を
他
者
が
記
録
し
た
「
薩
邸
事
件
略
記
」
、
ま
た
明
治
二
十
六
～
三

十
二
年
に
史
談
会
が
聴
取
し
て
「
史
談
会
速
記
録
」
に
輯
録
さ
れ
た
回
顧
談
数
点
、

お
よ
び
「
事
件
」
当
時
、
外
国
総
奉
行
並
・
江
戸
南
町
奉
行
兼
帯
で
あ
っ
た
朝
比
奈

昌
広
に
よ
る
「
朝
比
奈
閑
水
手
記
」
〔
時
期
不
明
〕
、
さ
ら
に
は
当
時
在
坂
の
徳
川
慶

喜
の
「
談
話
」
な
ど
が
、
そ
の
主
な
典
拠
「
史
料
」
な
の
で
あ
る（

1
）。〔

補
説
参
照
〕 

 

勿
論
、
回
顧
談
の
一
切
が
信
用
で
き
な
い
訳
で
も
な
く
、
当
時
の
原
史
料
が
す
べ

て
真
実
を
記
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
た
だ
、『
復
古
記
』
に
採
録
さ
れ
た
史
料
さ
え

活
用
さ
れ
ず
、
ま
し
て
や
当
時
の
原
写
本
史
料
が
他
に
あ
る
か
ど
う
か
の
探
索
さ
え

さ
れ
な
い
ま
ま
、「
死
人
に
口
な
し
」
と
い
う
に
近
い
状
況
で
語
ら
れ
た
「
史
料
」
に

の
み
依
存
す
る
こ
と
は
、
歴
史
の
学
と
し
て
は
不
十
分
極
ま
り
な
い
。 

 

従
っ
て
、
先
ず
は
『
復
古
記
』
に
採
録
さ
れ
た
諸
記
録
か
ら
判
明
す
る
「
事
件
」

像
を
提
示
し
、
次
に
『
復
古
記
』
編
纂
時
の
対
象
史
料
で
あ
り
な
が
ら
採
録
さ
れ
な

か
っ
た
記
事
と
、
も
と
も
と
編
纂
の
対
象
外
で
あ
っ
た
当
時
の
史
料
と
を
探
索
し
、

「
事
件
」
全
貌
の
解
明
を
目
指
す
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
本
稿
は
『
復
古
記
』
採
録

の
諸
記
録
か
ら
「
事
件
」
の
像
を
提
示
す
る
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

史
料
群 

 

『
復
古
記
』
が
採
録
し
た
記
事
の
典
拠
史
料
は
、
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
、
②
「
黒
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川
秀
波
筆
記
」
、
③
「
間
部
詮
道
家
記
」
、
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
、
⑤
「
赤
報
記
」
、

⑥
「
坤
儀
革
正
録
」
、
⑦
「
本
多
正
憲
家
記
」
、
⑧
「
森
川
俊
方
家
記
」
、
⑨
「
慶
明
雑

録
〔
西
郷
隆
盛
書
翰
と
他
記
事
〕」
の
九
点
で
あ
り
、
こ
の
九
点
の
史
料
か
ら
十
二
の

記
事
を
採
録
し
て
い
る（

2
）。

典
拠
史
料
九
点
の
内
、
③
⑤
⑦
⑧
⑨
の
原
本
も
し
く
は
写

本
〔
以
下
、
原
写
本
〕
は
、
現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
〔
以
下
、
史
料
編
纂
所
〕

に
所
蔵
さ
れ
、
②
⑥
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
〔
以
下
、
内
閣
文
庫
〕
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
①
は
名
称
の
類
似
し
た
⑩
「
淀
藩
加
藤
某
秘
書
」
が
史
料
編
纂
所
に
、

⑪
「
淀
藩
加
藤
某
御
用
留
」が
史
料
編
纂
所
と
内
閣
文
庫
と
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

①
と
同
一
名
称
の
史
料
は
ま
だ
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
④
と
同
一
名
称
の
記

録
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
酒
井
忠
次

家
譜
」
は
、
酒
井
忠
宝
家
の
家
譜
で
も
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
「
酒
井
忠
次
家
譜
」

が
『
復
古
記
』
の
言
う
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
の
こ
と
か
、
と
も
思
っ
た
が
、「
酒
井

忠
次
家
譜
」
に
は
「
事
件
」
の
記
録
は
何
も
な
く
、
や
は
り
両
家
譜
は
別
物
で
、
④

「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。 

 

さ
て
、『
復
古
記
』
が
典
拠
史
料
と
し
た
上
記
①
～
⑨
の
史
料
中
、
未
発
見
の
①
「
淀

藩
加
藤
某
筆
記
」
か
ら
採
録
し
て
い
る
記
事
四
つ
の
内
、
一
つ
は
⑩
「
淀
藩
加
藤
某

秘
書
」
の
記
事
文
言
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
一
つ
は
⑪
「
淀
藩
加
藤
某
御
用
留
」
の

記
事
文
言
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
⑩
⑪
双
方
に
、『
復
古
記
』
採
録
記

事
と
同
一
記
事
の
す
ぐ
後
に
、
よ
り
詳
細
な
記
録
が
続
い
て
い
た
り
、
ま
た
、『
復
古

記
』
に
は
ま
っ
た
く
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
た
り
も
す
る
。 

 

②
の
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
と
は
、
黒
川
秀
波
が
文
久
三
年
か
ら
慶
応
四
年
の
僅
か

五
年
間
に
、
多
種
類
の
記
録
か
ら
膨
大
な
記
事
を
転
写
し
、
八
十
五
冊
も
の
編
纂
冊

子
と
し
て
残
し
た
も
の
で（

3
）、『

復
古
記
』
は
そ
の
第
七
十
五
冊
に
記
録
さ
れ
た
十
丁
余

に
及
ぶ
「
事
件
」
記
事
の
内
、
二
箇
所
計
約
五
丁
分
を
、
一
つ
は
①
と
同
記
事
の
補

強
と
し
て
採
り
、
今
一
つ
を
「
附
録
」
と
し
て
採
っ
て
い
る
。 

 

⑥
の
「
坤
儀
革
正
録
」
と
は
、
美
濃
大
垣
藩
士
市
川
東
巌
が
、
天
保
十
三
年
か
ら

慶
応
四
年
ま
で
の
記
事
を
諸
記
録
か
ら
写
し
と
っ
た
全
五
十
六
冊
の
編
纂
記
録
で
あ

り
、『
復
古
記
』
は
そ
の
第
五
十
五
冊
に
記
録
さ
れ
た
四
丁
に
及
ぶ
「
事
件
」
記
事
か

ら
、
ご
く
一
部
を
採
っ
て
い
る（

4
）。 

 

ま
た
、
⑨
「
慶
明
雑
録
」
中
の
西
郷
隆
盛
書
翰
は
、
薩
摩
藩
邸
内
に
匿
わ
れ
て
い

た
秋
田
藩
脱
藩
浪
士
二
人
が
藩
邸
か
ら
蒸
気
船
で
京
に
逃
げ
帰
っ
た
後
、
在
京
の
西

郷
が
、
二
人
か
ら
報
告
を
聞
い
た
上
で
自
己
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
、「
事
件
」
自

体
に
関
す
る
記
事
は
少
な
い
た
め
、『
復
古
記
』
編
纂
者
も
こ
の
記
録
を
「
附
録
」
と

し
、
参
考
的
な
も
の
に
留
め
て
い
る
。
な
お
こ
の
西
郷
書
翰
は
、
薩
藩
「
旧
記
雑
録

追
録
」
第
八
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
蓑
田
傳
兵
衞
宛
の
も
の
で
あ
る（

5
）。 

 

ま
た
、
②
⑥
に
限
ら
ず
、
典
拠
史
料
が
確
認
で
き
る
全
史
料
中
に
、『
復
古
記
』
に

は
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
記
事
を
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
『
復
古
記
』
典
拠
史
料
を
確
認
し
て
い
く
と
、
こ
の
中
に

⑫
「
酒
井
忠
宝
家
記
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
太
政

官
正
院
歴
史
課
が
「
国
史
編
輯
」
の
た
め
に
提
出
を
命
じ
た
「
家
記
」
中
に
、「
事
件
」

に
触
れ
た
記
事
が
数
点
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
記
事
も
採
録
し
な
か
っ
た
「
家
記
」
は

他
に
も
あ
る
の
だ
が
、
⑫
「
酒
井
忠
宝
家
記
」
も
そ
の
内
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
勿

論
⑫
は
史
料
編
纂
所
に
あ
る
。 

 

こ
の
⑫
中
に
は
、『
復
古
記
』
が
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
か
ら
採
録
し
た
記
録
と
重
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複
す
る
部
分
も
確
か
に
多
い
の
だ
が
、
⑫
「
酒
井
忠
宝
家
記
」
に
し
か
見
ら
れ
な
い

記
録
も
多
々
あ
り
、
結
局
、「
事
件
」
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
酒
井
左
衛
門
尉
忠
篤

家
、
継
嗣
の
酒
井
忠
宝
〔
忠
篤
実
弟
〕
が
正
規
に
提
出
し
た
「
家
記
」
か
ら
の
採
録

を
、
『
復
古
記
』
編
纂
者
は
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
⑬
「
酒
井
忠
次
家
譜
」
、

⑭
「
酒
井
忠
匡
家
記
」
な
ど
か
ら
は
一
つ
の
記
事
も
採
録
し
て
い
な
い
。 

 

ま
た
他
に
、
編
纂
時
の
基
本
史
料
と
し
て
は
そ
も
そ
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
群
の
内
、
⑮
「
加
藤
氏
日
記
」〔
こ
の
加
藤
氏
は
出
羽
松
山

（
秋
田
松
嶺
）
藩
酒
井
家
家
臣
〕、
⑯
「
慶
応
見
聞
集
」
に
は
多
く
の
「
事
件
」
関
連

記
録
が
見
ら
れ
る
。 

 

更
に
次
回
紹
介
す
る
よ
う
に
、
史
料
編
纂
所
に
は
上
記
以
外
に
も
、
外
務
省
引
継

文
書
中
に
重
要
な
関
連
史
料
が
あ
り
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
は
、「
事
件
」
に

関
連
す
る
重
要
な
文
書
〔
原
写
本
〕
が
幾
つ
か
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
を
、
「
事
件
」
の
史
料
群
的
前
提
と
し
た
上
で
、
『
復
古
記
』
中
の
記
事
と
、

①
～
⑯
中
の
全
記
事
と
の
対
照
作
業
、
お
よ
び
史
料
編
纂
所
所
蔵
他
史
料
・
内
閣
文

庫
所
蔵
の
関
連
原
写
本
史
料
な
ど
と
の
総
合
的
検
討
を
通
じ
、
薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち

事
件
の
全
貌
を
把
握
し
、
当
該
期
江
戸
民
衆
意
識
解
明
の
前
提
作
業
と
す
る
。 

 

な
お
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
こ
の
作
業
の
内
、
先
ず
は
『
復
古
記
』
か

ら
「
事
件
」
大
凡
の
相
貌
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
一
旦
閉
じ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

一 

『
復
古
記
』
か
ら
知
り
得
る
「
事
件
」 

 

（
一
）
「
事
件
」
前
の
動
向 

 

ま
ず
「
事
件
」
前
日
十
二
月
二
十
四
日
、
及
び
二
十
三
日
頃
の
動
向
に
つ
い
て
、

『
復
古
記
』
か
ら
は
何
を
知
り
得
る
か
を
記
し
て
お
く
。 

 

『
復
古
記
』
は
、
最
初
に
、
幕
府
に
よ
る
江
戸
警
衛
に
最
も
重
責
を
担
っ
て
い
た

庄
内
藩
酒
井
左
衛
門
之
尉
忠
篤
の
家
老
松
平
権
十
郎
の
二
十
五
日
「
届
書
」
を
、
①

②
か
ら
採
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
松
平
修
理
太
夫
様
三
田
屋
敷
・
島
津
淡
路
守
様

三
田
小
山
屋
敷
へ
、
浪
士
体
之
者
潜
伏
、
市
中
暴
行
砲
発
等
致
シ
候
趣
ニ
付
、
取
締

方
之
儀
、
昨
夜
御
沙
汰
ニ
付

、
、
、
、
、
、
、
」
と
だ
け
あ
る
〔
昨
夜
は
二
十
四
日
夜
〕
。 

 

次
の
採
録
記
事
は
や
は
り
②
か
ら
、
松
平
伊
豆
守
〔
信
庸
、
出
羽
上
山
〕
に
よ
る

二
十
六
日
付
届
書
の
写
し
が
採
ら
れ
、
そ
こ
に
「
一
昨
日
夜
、
大
目
付
木
下
大
内
記
、

御
目
付
長
井
筑
前
守
ヨ
リ
、
重
役
之
者
西
丸
へ
呼
出
達
有
之
候
ニ
付
」
と
あ
る
こ
と

で
、
二
十
四
日
夜
の
「
御
沙
汰
」
が
、
幕
府
大
目
付
木
下
大
内
記
〔
利
義
〕
と
目
付

長
井
筑
前
守
〔
昌
言
〕
の
伝
え
た
「
達
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。 

 

こ
の
二
十
四
日
夜
の
「
達
」
の
内
容
に
つ
い
て
、『
復
古
記
』
中
で
詳
し
い
記
事
の

一
つ
は
、
先
に
、『
復
古
記
』
が
直
接
の
採
録
を
見
送
っ
た
と
記
し
た
⑬
「
酒
井
忠
宝

家
記
」
と
重
複
部
分
の
多
い
、
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
中
の
記
事
で
あ
る（

6
）。 

 

こ
の
記
事
に
は
、
大
目
付
木
下
大
内
記
・
目
付
長
井
筑
前
守
が
酒
井
左
衛
門
尉
家

老
松
平
権
十
郎
に
対
し
、
二
十
四
日
夜
に
言
い
渡
し
た
内
容
が
書
い
て
あ
る
。 

 

江
戸
市
中
と
野
州
出
流
山
周
辺
で
金
穀
強
奪
な
ど
の
不
法
を
働
い
て
捕
ま
っ
た
竹

内
披
〔
啓
〕
が
白
状
し
た
「
薩
邸
へ
同
志
之
者
多
有
之
」
と
の
証
言
に
加
え（

7
）、「

昨
二

十
三
日
夜
、
左
衛
門
尉
巡
邏
人
数
屯
所
へ
暴
発
イ
タ
セ
シ
者
共
、
不
残
薩
邸
へ
立
入
」

と
い
っ
た
事
件
が
重
な
り
、
十
月
下
旬
以
来
、
関
東
各
地
と
江
戸
府
中
で
頻
発
し
て

い
た
強
盗･

放
火
な
ど
の
一
連
の
乱
暴
事
件
が
い
よ
い
よ
薩
摩
藩
に
よ
る
謀
略
で
あ
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る
こ
と
が
決
定
的
と
な
り
、
二
十
四
日
の
達
し
と
な
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

 
こ
こ
で
、
前
稿
で
記
し
た
二
十
三
日
早
朝
の
江
戸
城
二
丸
火
災
と
、
そ
れ
に
伴
う

二
十
四
日
の
稲
葉
美
濃
守
に
よ
る
江
戸
城
各
門
締
ま
り
に
関
す
る
達
し
が
、
こ
れ
ら

の
日
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
た
だ
し
、
美
濃
守
の
達
し
に
、
二
丸

の
火
災
を
薩
摩
藩
士
も
し
く
は
そ
の
指
揮
下
の
浪
人
の
所
業
で
あ
る
、
と
し
た
文
面

は
無
く
、
他
の
幕
府
の
公
的
な
文
書
に
も
火
災
原
因
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
だ

が
前
稿
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
薩
州
之
逆
賊
」
が
「
於
御
府
内
兵
ヲ
挙
ゲ
、
諸
屋

鋪
市
中
を
放
火
し
、
江
城
を
襲
ひ
、
恐
多
く
も
和
宮
様
を
奪
ひ
奉
」
る
こ
と
を
企
ん

で
い
る
、
と
記
し
た
張
り
紙
が
、
二
ヶ
月
近
く
も
前
の
十
一
月
二
日
に
市
中
に
張
ら

れ
、
そ
の
後
、
薩
摩
藩
士
と
浪
人
に
よ
る
強
奪
事
件
な
ど
が
続
い
て
い
た
な
か
で
の

二
丸
火
災
で
あ
っ
た
た
め
、
城
内
・
市
中
と
も
に
、
こ
の
城
火
災
も
薩
摩
に
よ
る
も

の
か
、
と
恐
怖
に
お
の
の
く
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

8
）。

実
際
、『
復

古
記
』
に
お
い
て
さ
え
、「
附
録
」
と
し
て
の
採
録
で
は
あ
る
が
、
②
「
黒
川
秀
波
筆

記
」
で
は
「
二
丸
炎
上
ニ
モ
相
成
、
是
全
薩
之
策
ナ
リ
」
と
断
じ
て
い
る
。 

 

二
丸
炎
上
が
薩
摩
の
所
業
で
あ
る
と
の
証
拠
は
掴
め
な
か
っ
た
た
め
、
幕
府
は
公

式
文
書
で
は
二
丸
炎
上
の
原
因
に
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
二
十
三
日
夜
の
庄

内
藩
兵
屯
所
へ
の
発
砲
と
薩
摩
藩
邸
へ
の
逃
げ
込
み
を
直
接
の
動
機
と
し
、
二
十
四

日
に
幕
府
大
目
付
・
目
付
は
正
式
に
酒
井
左
衛
門
尉
に
対
し
、「
応
接
之
上
、
返
答
次

第
踏
込
テ
打
取
ル
ヘ
シ
」
と
出
動
を
命
じ
、
「
加
勢
ト
シ
テ
」
「
陸
軍
方
」
兵
員
を
付

け
、
更
に
「
松
平
大
和
守
〔
直
克
、
上
野
前
橋
藩
〕
、
松
平
伊
豆
守
〔
信
庸
、
出
羽
上

山
藩
〕、
松
平
和
泉
守
〔
乗
秩

の
り
つ
ね

、
三
河
西
尾
藩
〕」
に
も
兵
員
差
し
出
し
を
命
じ
た
だ

け
で
な
く
、
検
使
と
し
て
「
朝
倉
藤
十
郎
〔
目
付
〕・
長
阪
血

〔
坂
〕

鎗
九
郎
〔
使
番
〕・
水

上
藤
太
郎
〔
同
〕」
の
派
遣
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
応
接
之
上
、
返
答

次
第
」
と
、
な
お
交
渉
の
余
地
は
残
し
て
は
い
る
も
の
の
、
犯
人
引
き
渡
し
拒
否
を

想
定
し
て
の
、
幕
命
に
よ
る
薩
摩
藩
邸
に
対
す
る
武
力
討
伐
令
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

際
、「
会
津
藩
士
甘
利
源
治
」
を
「
薩
邸
ノ
案
内
能
存
タ
ル
故
」
と
い
う
理
由
で
案
内

役
に
任
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
藩
邸
踏
み
込
み
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、「
二
丸
炎
上
」
を
「
是
全
薩
之
策
」
と
断
じ
た
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
に
つ

い
て
、
『
復
古
記
』
は
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
「
附
録
」
と
し
て
の
採
録
な
の
だ
が
、

当
該
部
分
は
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
よ
り
も
長
い
。
た
だ
、
紙
幅
の
制
約
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
も
部
分
的
に
引
い
て
い
く（

9
）。 

 

註
（
３
）
に
記
し
た
よ
う
に
、「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
筆
録
者
が
完
全
に
は
解
明
し

切
れ
て
い
な
い
た
め
、
史
料
の
性
格
が
確
定
で
き
て
い
な
い
の
だ
が
、
ま
ず
、「
先
達

テ
中
ヨ
リ
薩
藩
ニ
御
不
審
有
之
、
御
探
索
相
成
候
処
」
と
、
西
丸
で
は
薩
摩
藩
三
田

邸
の
不
審
を
以
前
か
ら
探
索
し
て
お
り
、「
同
藩
ニ
相
違
無
之
ニ
付
」
と
の
確
信
に
基

づ
き
、「
御
留
守
居
〔
篠
崎
彦
十
郎
か
〕」
を
呼
び
出
し
尋
ね
た
、
と
あ
る
。
薩
邸
留

守
居
役
を
呼
び
出
し
た
と
の
記
事
は
、
他
記
事
に
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

更
に
、「
会
藩
何
某
ト
申
者
申
出
候
ニ
ハ
、
先
達
テ
ヨ
リ
薩
藩
ヘ
入
込
、
浮
浪
人
ニ

加
入
相
成
、
遂
探
索
候
」
、
つ
ま
り
、
会
津
藩
の
何
者
か
が
、
薩
邸
内
の
浪
人
に
紛
れ

間
者
と
し
て
潜
入
し
、
探
索
し
て
い
た
、
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
会
津
間

者
は
、「
市
中
ヨ
リ
奪
取
候
金
子
凡
二
十
万
両
程
、
蒸
気
船
ヘ
積
入
、
明
後
二
十
六
日

ニ
ハ
出
帆
之
見
込
」
だ
、「
此
図
ヲ
不
討
シ
テ
ハ
最
早
時
節
無
之
、速
ニ
御
糾
問
之
上
、

御
所
置
可
有
之
」
と
迫
っ
た
、
そ
れ
に
よ
り
庄
内
藩
家
老
松
平
権
十
郎
が
西
丸
に
出

頭
、
権
十
郎
も
又
、
閣
老
に
訴
え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
訴
え
に
対
し
、
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閣
老
ら
は
躊
躇
し
一
旦
差
し
留
め
た
が
、
権
十
郎
は
、
会
津
藩
間
者
が
委
く
探
索
し

て
確
証
を
握
っ
て
い
る
以
上
「
少
シ
モ
猶
予
不
相
成
、
此
儀
強
テ
御
留
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、

是
迄
御
締
向
被
仰
付
候
詮
モ
無
之
事
、
藩
士
一
同
切
腹
可
仕
」
と
頻
り
に
迫
っ
た
た

め
、
遂
に
裁
許
が
下
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
、
藩
邸
内
に
密
偵
の
た
め
に
入
っ
た

会
津
藩
間
者
が
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
で
い
う
、
薩
邸
案
内
人
に
任
じ
ら
れ
た
「
会

津
藩
士
甘
利
源
治
」
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い

（
10
）。 

 

た
だ
し
、
幕
閣
内
で
判
断
に
躊
躇
が
あ
っ
た
後
に
出
動
が
決
ま
っ
た
と
い
う
件
に

関
し
て
は
、
『
復
古
記
』
に
こ
そ
他
に
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
史

料
編
三
に
採
録
さ
れ
て
い
る
後
年
の
慶
喜
の
談
話
や
、
町
奉
行
朝
比
奈
閑
水
の
手
記

に
綴
ら
れ
て
い
る
《
幕
閣
内
強
硬
派
と
穏
便
派
と
の
対
立
の
な
か
で
強
硬
派
が
松
平

権
十
郎
を
た
き
つ
け
た
結
果
襲
撃
が
決
定
さ
れ
た
》
、と
い
う
回
顧
談
を
想
起
さ
せ
る

〔
註
（
１
）
参
照
〕
。
た
だ
、
慶
喜
の
談
話
や
朝
比
奈
の
手
記
に
は
、
自
己
の
立
場
を

穏
便
派
と
し
て
位
置
づ
け
て
正
当
化
す
る
臭
い
が
芬
々
と
し
て
お
り
、
特
に
朝
比
奈

手
記
に
は
「
薩
邸
砲
撃
ハ
一
ノ
申
込
モ
ナ
ク
、
只
カ
タ
ツ
パ
シ
ヨ
リ
ド
ン
々
々
撃
立

タ
レ
バ
」
等
と
、
明
ら
か
に
当
時
の
双
方
の
記
録
と
相
違
す
る
記
事
が
多
々
あ
り
、

幕
閣
内
の
強
硬
派
と
穏
便
派
の
対
立
と
い
っ
た
図
式
も
後
付
け
の
感
が
強
く
、
こ
う

し
た
図
式
的
な
回
顧
談
よ
り
は
、
こ
の
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
（「
藩
士
一
同
切
腹
」

云
々
の
下
り
は
や
や
オ
ー
バ
ー
な
表
現
だ
と
し
て
も
）
、幕
閣
と
会
津
藩
間
者
お
よ
び

庄
内
藩
松
平
権
十
郎
と
の
遣
り
取
り
と
い
う
方
が
、
現
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
（
次

回
に
紹
介
す
る
が
、『
復
古
記
』
が
採
録
し
て
い
な
い
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
別
の
箇

所
で
も
、
庄
内
藩
家
老
松
平
権
十
郎
が
幕
閣
に
食
い
下
が
っ
て
い
る
）
。 

 

「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
記
事
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
二
十
四
日
ヨ
リ
押

出
シ
、
到
着
之
上
」
と
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
二
十
四
日
の
夜
の
明
け
な
い
内
に
現

地
に
向
か
い
、
薩
邸
包
囲
の
態
勢
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
念
の
た
め
記
し
て
お
く

が
、
当
時
の
日
付
の
感
覚
は
勿
論
今
日
と
違
う
。
五
ッ
時
〔
春
秋
は
今
の
夜
七
時
～

九
時
〕
を
初
更
〔
そ
の
日
の
夜
更
け
の
初
め
〕
と
し
、
四
ッ
を
二
更
、
九
ッ
を
三
更
、

八
ッ
を
四
更
、
七
ッ
を
五
更
と
考
え
、
漸
く
明
六
ッ
で
夜
が
明
け
、
日
付
が
変
わ
っ

た
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
明
六
ッ
は
、
陰
暦
の
こ
の
時
期
で
あ
れ
ば
六
時
半
前
後
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
日
が
昇
る
明
六
ッ
前
、
夜
の
明
け
き
ら
な
い
内
に
薩
邸
包
囲
の

行
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
項
で
見
る
二
十
五
日
当
日
の
諸
記

録
か
ら
も
間
違
い
な
い
。 

 

以
上
が
、『
復
古
記
』
が
二
十
四
日
と
そ
れ
以
前
の
動
向
に
つ
い
て
採
録
し
た
記
事

の
す
べ
て
で
あ
る
。
で
は
、
二
十
五
日
当
日
に
つ
い
て
は
、『
復
古
記
』
か
ら
は
何
が

判
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

（
二
）
「
事
件
」
当
日
の
動
向 

 

ま
ず
、
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
と
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
を
典
拠
と
し
た
庄
内

藩
家
老
松
平
権
十
郎
の
二
十
五
日
付
「
届
書
」
に
は
、
先
の
引
用
に
続
き
、「
左
衛
門

尉
人
数
へ
酒
井
紀
伊
守
殿
人
数
差
加
へ
、
且
為
応
援
、
陸
軍
方
御
人
数･

松
平
大
和

守
様
、
松
平
和
泉
守
様
、
松
平
伊
豆
守
様
御
人
数
共
」
と
あ
り
、
④
「
酒
井
忠
宝
家

譜
」
中
の
記
録
か
ら
採
っ
た
、
前
夜
に
城
中
で
申
し
渡
さ
れ
た
内
容
と
重
な
る
が
、

④
に
は
無
か
っ
た
酒
井
紀
伊
守
〔
忠
良
、
庄
内
支
藩
出
羽
松
山
藩
〕
が
加
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
後
、「
今
明
六
ッ
時
過
罷
越
、
種
々
談
判
仕
候
得
共
、
不
聞
入
、
却
テ
彼
ヨ

リ
又
暴
発
候
ニ
付
、
不
得
止
発
砲
等
仕
、
打
合
切
捨
降
人
召
捕
人
等
有
之
、
且
右
両
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屋
敷
共
砲
火
ニ
テ
焼
失
仕
候
、
尤
左
衛
門
尉
人
数
之
内
ニ
モ
、
討
死
手
負
等
有
之
、

総
人
数
ハ
夕
七
ッ
半
時
頃
引
揚
申
候
」
と
、
制
圧
に
出
て
か
ら
引
き
揚
げ
る
ま
で
の

動
向
が
、
極
簡
単
に
記
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る

（
11
）。

た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
薩
邸
側
か

ら
の
暴
発
が
あ
っ
て
こ
ち
ら
も
発
砲
し
た
、
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

な
お
記
事
中
、「
今
明
六
ッ
時
過
罷
越
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
罷
越
」
は
「
種
々
談

判
仕
候
得
共
」
に
続
く
の
で
、
薩
藩
包
囲
の
行
動
は
や
は
り
六
ッ
時
前
に
始
ま
っ
て

い
た
と
み
て
良
い
。 

 

次
に
、
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
の
み
を
出
典
に
、
松
平
伊
豆
守
〔
信
庸
、
出
羽

上
山
〕
の
届
け
を
採
っ
て
い
る
が
、
こ
の
届
け
中
に
、「
私
儀
も
為
指
揮
出
馬
仕
、
修

理
太
夫
屋
敷
南
裏
手
松
平
阿
波
守
下
屋
敷
内
へ
繰
込
」
と
あ
り
、
上
山
藩
兵
が
藩
主

乗
馬
指
揮
の
下
で
、
薩
邸
南
西
角
裏
手
に
続
く
松
平
阿
波
守
〔
蜂
須
賀
茂
韶

も
ち
あ
き

、
阿
波

徳
島
藩
〕
中
屋
敷
に
繰
り
込
ん
だ
事
が
判
る
が
、
他
に
は
特
に
な
い
。
次
に
、
③
「
間

部
詮
道
家
記
」
と
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
の
二
つ
を
典
拠
と
し
て
、
間
部
下
総
守

〔
詮
道
、
越
前
鯖
江
藩
〕
に
よ
る
二
十
六
日
付
届
書
を
採
録
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
、
市
中
巡
邏
中
の
家
来
か
ら
「
芝
三
田
松
平
修
理
太
夫
屋
敷
放
火
之
趣
、
注
進
有

之
候
ニ
付
」
き
、
出
動
し
た
記
録
が
比
較
的
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

（
12
）。 

 

ま
ず
、「
酒
井
左
衛
門
尉
家
来
之
者
ヨ
リ
、
手
薄
場
所
モ
有
之
候
ニ
付
、
援
兵
之
儀

頼
来
候
ニ
付
、
任
其
意
、
松
平
伊
豆
守
人
数
合
併
ニ
テ
、
松
平
阿
波
守
中
屋
敷
、
右

人
数
繰
込
候
処
」
と
あ
り
、
先
に
引
い
た
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
の
、
上
山
藩
兵

が
松
平
阿
波
守
下
屋
敷
に
繰
り
込
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が
裏
付
け
さ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
越
前
間
部
家
鯖
江
藩
兵
も
同
屋
敷
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
が
判
る
。
更
に
そ
こ
に

は
、「
俄
ニ
薩
州
方
ヨ
リ
及
発
砲
候
ニ
付
、
此
方
ヨ
リ
モ
大
砲
小
銃
ヲ
以
テ
頻
ニ
及
接

戦
、
暫
時
向
方
人
数
多
分
打マ

マ

倒
申
候
、
尤
モ
、
私
人
数
之
内
、
打マ

マ

死
手
負
人
等
モ
有

之
候
ニ
付
」
と
薩
州
邸
か
ら
発
砲
を
受
け
て
戦
争
に
な
り
、
鯖
江
藩
兵
は
薩
摩
兵
の

多
く
を
討
ち
倒
し
、
鯖
江
藩
側
に
も
討
死
手
負
人
が
出
た
、
と
記
し
て
い
る
。 

 

そ
の
後
に
は
、
一
旦
持
ち
場
の
赤
羽
根
橋
ま
で
引
き
揚
げ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
薩

州
側
か
ら
降
参
人
が
出
て
、
町
奉
行
所
迄
送
り
届
け
る
よ
う
に
と
の
目
付
阿
部
邦
之

助
の
差
図
が
あ
り
、
松
平
右
近
将
監
〔
武
聡
、
石
見
浜
田
〕
と
鳥
居
丹
波
守
〔
忠
宝
、

下
野
壬
生
〕
の
家
来
と
相
談
し
、
駒
井
相
模
守
〔
信
興
、
南
町
奉
行
〕
の
役
宅
〔
数

寄
屋
橋
御
門
内
〕
ま
で
差
し
出
し
た
処
、
評
定
所
〔
辰
ノ
口
北
東
〕
へ
送
る
よ
う
に

言
わ
れ
、
ま
た
付
き
添
っ
て
そ
こ
ま
で
送
り
届
け
た
、
と
も
記
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
で
は
『
復
古
記
』
採
録
史
料
中
で
は
記
事
の
多
い
、
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」

か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
記
事
を
採
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

（
13
）。 

 

ま
ず
、「
同
二
十
五
日
黎
明
、
家
人
石
原
倉
右
衛
門
、
主
将
ト
シ
テ
西
城
下
ヨ
リ
押

出
シ
」
と
あ
る
。
石
原
倉
右
衛
門
は
庄
内
藩
江
戸
詰
中
老
で
あ
る
。
そ
の
石
原
が
主

将
と
な
っ
て
「
二
十
五
日
黎
明
」
に
「
西
城
下
ヨ
リ
押
出
シ
」
た
、
と
。「
黎
明
」
は

ま
さ
に
、「
黎
〔
黒
々
〕」
と
し
た
空
が
「
明
」
る
く
な
る
、
七
ッ
時
か
ら
六
ッ
時
へ

と
変
わ
る
、
そ
の
境
目
。
夜
が
白
々
と
明
け
、
あ
し
た
〔
朝
＝
明
日
〕
と
な
る
ち
ょ

っ
と
前
、
西
城
下
か
ら
繰
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
西
城
下
ヨ
リ
」
と
は
、

西
丸
下
に
置
か
れ
た
幕
府
陸
軍
方
配
下
の
歩
兵
屯
所
か
ら
、
幕
府
直
雇
い
の
兵
を
率

い
て
出
動
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
幕
命
と
し
て
の
庄
内
藩
出
動
で
あ
る
こ
と
を
も
意

味
し
て
い
よ
う
。 

 

そ
し
て
前
日
の
幕
命
通
り
、
先
ず
は
庄
内
藩
使
者
が
口
上
で
、
邸
内
に
匿
っ
て
い

る
浮
浪
の
徒
が
江
戸
市
中
で
暴
行
を
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
野
州
出
流
山
で
捕
縛
し
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た
竹
内
披
〔
啓
、
川
越
在
竹
内
村
、
小
川
節
齋（

14
）〕

の
供
述
に
よ
り
明
白
で
あ
る
の
で
、

直
ち
に
差
し
出
す
よ
う
に
、
と
薩
邸
応
接
人
に
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
で
細
か
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、「
三
田
同
朋
町
ニ
於
テ
、
左
衛
門
尉
市
中
巡
邏
ノ
人
数
屯
所
ヘ
、
発
砲

ノ
賊
徒
モ
」
と
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
発
砲
さ
れ
た
庄
内
藩
江
戸

市
中
警
衛
の
屯
所
は
「
三
田
同
朋
町
」
で
あ
り
、
そ
こ
は
、
三
田
通
り
〔
先
に
引
い

た
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
に
言
う
「
芝
三
田
久
留
米
侯
御
門
前
通
り
」
に
同
じ
〕
の
東

側
で
、
北
に
は
道
を
挟
ん
で
内
藤
山
城
守
〔
三
河
挙
母
藩
〕
上
屋
敷
が
あ
る
、
文
政

年
間
に
は
拝
領
町
屋
敷
と
な
っ
て
い
た
所
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
犯
人
差
し
出
し
を
迫
る
庄
内
藩
使
者
に
対
し
、
応
接
人
は
、「
浪
士
共
集
至
ト

雖
モ
、
右
等
之
致
所
業
モ
ノ
当
邸
ニ
ハ
一
人
モ
コ
レ
ナ
キ
」
と
返
答
。
な
お
も
追
及

す
る
と
、
邸
内
か
ら
篠
崎
彦
十
郎
と
関
太
郎
が
出
て
き
て
、「
悪
浮
浪
ノ
徒
、
実
ニ
当

邸
ニ
潜
匿
等
不
致
、
本
藩
ニ
オ
ヰ
テ
ハ
、
公
辺
ニ
対
シ
御
敵
可
仕
結
構
〔「
意
図
」・「
企

て
」
の
意
〕
更
ニ
コ
レ
ナ
キ
」
と
言
を
左
右
に
し
、
時
を
稼
い
で
戦
闘
の
用
意
を
し

て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
た
め
、「
直
ち
に
討
ち
入
る
」
と
宣
告
し
て
会
談
を
打
ち
切
っ

た
、
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
邸
中
頗
ル
狼
狽
ノ
体
」
と
な
っ
た
の
で
、
三
田
邸
西
北
の

角
ヘ
大
砲
一
発
を
合
図
に
大
小
砲
を
打
ち
込
み
…
…
…
、
と
「
応
接
之
上
、
返
答
次

第
」
と
い
う
予
測
さ
れ
た
筋
書
き
に
従
っ
て
で
は
あ
る
が
、
戦
闘
が
庄
内
藩
側
か
ら

開
始
さ
れ
た
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
典
拠
史
料
④
「
酒
井
忠
宝
家

譜
」
と
同
じ
庄
内
藩
の
家
老
松
平
権
十
郎
の
手
記
を
元
に
し
な
が
ら
、
①
「
淀
藩
加

藤
某
筆
記
」
と
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
を
典
拠
史
料
と
し
て
採
録
し
た
、
先
の
記
録

と
は
異
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
薩
邸
内
に
は
酒
井
大
学
頭
〔
紀
伊
守
、
庄
内
支
藩
松
山
藩
〕
の
兵
が
先
鋒

隊
と
し
て
入
っ
た
こ
と
、
松
平
伊
豆
守
〔
信
庸
、
出
羽
上
山
〕
と
松
平
中
務
大
輔
〔
親

良
、
豊
後
杵
築
〕
の
兵
が
固
め
て
い
た
場
所
が
手
薄
と
み
ら
れ
、
そ
こ
を
突
破
し
た

脱
走
人
四
五
十
人
程
が
品
川
方
面
に
逃
げ
去
っ
た
、
と
も
記
し
て
い
る
。 

 

で
は
、『
復
古
記
』
が
次
に
採
っ
た
⑤
「
赤
報
記
」
は
ど
う
記
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

（
15
）。

「
赤
報
記
」
か
ら
の
採
録
記
事
は
短
い
。
短
い
記
事
中
、
討
ち
入
ら
れ
た
状
況
よ
り

も
藩
邸
脱
出
行
動
の
方
が
詳
し
い
。
こ
れ
は
、
後
に
赤
報
隊
を
結
成
す
る
こ
と
に
な

る
多
く
の
浪
士
が
、庄
内
藩
率
い
る
幕
兵
や
諸
藩
兵
に
砲
撃
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、

関
東
各
地
・
江
戸
市
中
で
の
挑
発
行
為
の
効
果
が
こ
こ
に
結
実
し
た
と
み
て
、
京
で

の
再
会
を
期
し
、
瞬
時
に
脱
走
を
決
め
た
た
め
で
あ
り
、
更
に
ま
た
、
こ
の
「
赤
報

記
」
の
筆
者
〔
氏
名
不
詳
、
相
楽
総
三
ら
が
後
に
諏
訪
で
「
偽
官
軍
」
と
し
て
処
刑

さ
れ
た
際
、
刑
を
免
れ
た
赤
報
隊
の
一
隊
員（

16
）〕

が
、
そ
の
折
り
、
脱
走
し
て
蒸
気
船

に
乗
船
し
て
西
上
し
た
者
で
あ
る
た
め
で
も
あ
る
。 

 

薩
邸
脱
出
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
我
兵
間
ヲ
得
テ
邸
ヲ
出
テ
、
為
防
禦
策
、
高
輪
品

川
辺
所
々
放
火
シ
」
と
、
逃
げ
な
が
ら
追
撃
を
避
け
る
た
め
、
高
輪
・
品
川
近
辺
を

次
々
と
放
火
し
て
い
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
逃
亡
の
方
角
は
、
先
に
見
た
④

「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
に
、
上
山
藩
兵
と
杵
築
藩
兵
が
固
め
て
い
た
場
所
が
手
薄
で
、

そ
こ
を
突
破
し
た
脱
走
人
四
五
十
人
程
が
品
川
方
面
に
逃
げ
去
っ
た
、
と
あ
っ
た
の

と
照
応
す
る
。
や
は
り
、
浪
士
た
ち
は
徳
島
藩
中
屋
敷
を
突
破
し
、
品
川
方
面
に
向

か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
落
合
直
亮
の
語
り
を
記
述
し
た
「
薩

邸
事
件
略
記
」
に
よ
っ
て
も
、
浪
士
は
徳
島
藩
邸
と
の
土
塀
を
超
え
て
三
田
通
り
に

出
た
と
い
う（

17
）。 

 

続
い
て
「
赤
報
記
」
は
、
そ
こ
か
ら
海
を
目
指
し
た
浪
士
ら
が
、
放
火
し
な
が
ら
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南
下
し
て
鮫
洲
村
〔
現
南
品
川
、
京
浜
急
行
線
青
物
横
丁
駅
～
鮫
洲
駅
周
辺
の
海
村
〕

か
ら
小
舟
三
艘
に
分
乗
し
て
品
川
沖
に
停
泊
し
て
い
た
薩
藩
蒸
気
船
〔
翔
鳳
丸
〕
に

乗
り
込
も
う
と
し
た
、
と
記
す
。
更
に
、
そ
の
内
二
艘
が
幕
府
軍
艦
〔
回
天（

18
）〕

の
砲

撃
に
よ
り
本
船
ヘ
近
付
け
ず
、
二
艘
の
浪
士
は
羽
根
田
村
〔
六
郷
川
＝
多
摩
川
河
口

左
岸
〕
ヘ
上
陸
し
て
陸
路
を
遁
走
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
う
。
一
方
、
翔
鳳
丸

は
更
に
回
天
の
追
撃
を
受
け
て
幾
つ
も
被
弾
、
や
っ
と
夜
陰
に
乗
じ
て
回
天
の
追
跡

を
振
り
切
り
、
豆
州
小
浦
湊
へ
逃
げ
込
ん
で
翌
日
の
修
復
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。 

 

「
赤
報
記
」
は
、
こ
れ
を
「
賊
船
〔
幕
府
軍
艦
〕
逃
去
」
と
表
現
し
た
。「
賊
」
は

立
場
上
と
も
か
く
と
し
て
、
蒸
気
船
と
軍
艦
と
の
海
戦
で
あ
る
以
上
、「
逃
去
」
は
ど

う
み
て
も
無
理
な
記
述
で
あ
る
。 

 

『
復
古
記
』
が
続
い
て
採
っ
た
の
は
⑦
「
本
多
正
憲
家
記
」
と
⑧
「
森
川
俊
方
家

記
」
か
ら
の
記
事
で
あ
る
が
、
二
十
五
日
当
日
に
つ
い
て
は
何
も
な
い
。 

 

続
い
て
「
附
録
」
と
し
て
採
っ
た
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
記
事
前
半
は
、
既
に

他
史
料
か
ら
見
た
記
事
と
重
複
す
る
の
で
、
犯
人
引
き
渡
し
交
渉
が
行
き
詰
ま
っ
た

交
渉
後
半
の
、
薩
邸
側
答
え
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う（

19
）。 

 

記
事
中
、
幾
度
か
「
候
由
」
と
記
し
、
ま
た
「
云
フ
」
と
も
記
し
て
い
る
以
上
、

黒
川
本
人
が
現
場
に
居
た
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
他
の
報
告
記
事
よ
り

は
臨
場
感
の
あ
る
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
に
、
誇
張
や
脚
色
も
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
、「
此
上
御
不
承
知
ニ
候
ハ
ヽ
勝
手
ニ
召
捕
候
様
、
随
分
御
相
手
ニ
可
相
成
、 

ト
手
切

之

[

て]

口
上
有

之

[

申]

否
、
兼
テ
用
意
之
発
砲
ニ
及
候
ニ
付
、
荘
内
手
ヨ
リ
砲
発
、

大
砲
ニ
テ
門
打
破
リ
繰
込
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
も
不
承
知
な
ら
勝
手
に
召
し
捕
れ
、

相
手
に
な
っ
て
や
る
ぞ
、
と
言
い
放
っ
て
交
渉
を
打
ち
切
る
や
否
や
用
意
の
発
砲
が

あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
庄
内
藩
も
砲
発
、
大
砲
も
打
ち
込
ん
で
大
戦
争
と
な
っ
て
い
る
。 

 

発
砲
の
先
後
に
関
し
て
は
、
や
は
り
同
じ
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
中
に
あ
る
松
平

権
十
郎
手
記
の
記
事
に
一
致
し
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
の
「
事
件
」
の
経
緯
か
ら
考
え
れ
ば
、
砲
発
が
ど
ち
ら
側
か
ら
か

と
い
っ
た
こ
と
は
、
鳥
羽
・
伏
見
戦
勃
発
に
お
け
る
発
砲
先
後
問
題
が
、
直
後
か
ら

大
き
な
議
論
と
な
っ
た
の
と
は
異
な
り
、「
事
件
」
の
本
質
に
と
っ
て
あ
ま
り
意
味
を

な
さ
な
い
。
何
故
な
ら
、
幕
府
・
庄
内
藩
側
も
当
初
か
ら
交
渉
決
裂
を
前
提
に
、
薩

邸
の
軍
事
制
圧
を
目
的
と
し
て
出
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
薩
邸
・
浪
士
側
は
、
ま

さ
し
く
こ
の
事
態
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
こ
そ
、
十
月
以
来
、
関
東
・
江
戸
市
中
で

強
奪
・
放
火
と
い
う
挑
発
行
為
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
た
だ
、

被
害
を
最
小
限
に
喰
い
留
め
る
べ
く
、
用
意
を
整
え
て
戦
闘
を
開
始
で
き
れ
ば
良
い

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
の
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」
に
記
さ
れ
て
い
た
「
事

ヲ
左
右
ニ
託
シ
、
時
ヲ
延
シ
、
用
意
ノ
事
ア
ル
ニ
似
リ
」
と
い
う
庄
内
藩
側
の
観
察

が
的
を
射
て
い
る
。 

 

さ
て
、
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
記
事
は
更
に
ど
う
続
く
か
、
や
や
長
い
が
引
い

て
お
こ
う
。 

 
 

  
 

直
ニ
及
接
戦
候
処
、
左
右
ヨ
リ
頻
ニ
小
銃
打
立
、
双
方
烈
シ
ク
相
戦
、
其
内
破 

 
裂
玉
ナ
ド
打
込
、
放
火
ニ
及
ヒ
、
長
屋
長
屋
悉
ク
火
移
リ
、
彼
ヨ
リ
モ
共
ニ
火 

 

ヲ
懸
ケ
候
由
、
双
方
ト
モ
ニ
死
傷
数
不
知
、
薩
人
四
十
人
余
モ
召
捕
ニ
相
成
候 

 
 

由
、
乍
然
、
重
立
候
者
一
向
不
相
見
、
御
隣
家
阿
州
侯
御
屋
敷
辺
、
伊
豆
守
様 
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御

軒

[

役]

下
之
処
、
同
所
塀
ヲ
五
百
人
計
リ
乗
越
、
酒
井
人
数
ト
詭
リ
出
、
直
ニ

切
掛
候
ニ
付
、
同
所
ニ
テ
見
［
張
］
、
間
部
侯
ニ
有
之
所
、
是
モ
友
崩
ニ
テ
敗

走
ス
、
両
君
侯
ニ
モ
御
手
疵
被
蒙
候
由
、
表
門
通
之
砲
戦
難
叶
、
奥
庭
小
山
蔭

ヘ
逃
込
、
少
々
打
合
候
処
、
間
合
詰
リ
、
何
レ
モ
筒
ヲ
捨
、
抜
連
、
裏
通
リ
固

メ
居
候
撒
兵
歩
兵
之
中
ヘ
切
込
候
処
、
一
発
モ
不
放
、
サ
ッ
ト
開
通
シ
候
ニ
付
、 

 

脱
走
ス
ト
云
フ
、 

  

こ
の
辺
り
の
記
述
、
と
り
わ
け
「
御
隣
家
阿
州
侯
御
屋
敷
辺
…
…
」
か
ら
数
行
は

他
の
ど
の
記
録
よ
り
も
生
々
し
い
。
も
っ
と
も
「
伊
豆
守
様
御
軒
下
、
、
之
処
」
で
は
意

味
を
な
さ
な
い
。
内
閣
文
庫
本
『
黒
川
秀
波
筆
記
』
で
は
「
役
下
」
と
読
め
る（

20
）。

出

羽
上
山
藩
兵
が
、
徳
島
藩
中
屋
敷
に
入
り
込
ん
で
薩
州
邸
を
西
南
か
ら
攻
め
る
こ
と

は
、
出
動
時
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
伊
豆
守
「
役
下
」
〔
持
ち
場
〕

で
あ
っ
た
徳
島
藩
邸
と
薩
邸
と
の
境
で
あ
る
土
塀
を
浪
士
達
五
百
人
程
が
乗
り
越
え
、

庄
内
兵
だ
と
偽
り
出
て
、
直
ち
に
斬
り
か
か
っ
た
た
め
、
見
張
り
に
あ
た
っ
て
い
た

越
前
鯖
江
藩
兵
も
共
崩
れ
と
な
っ
て
敗
走
し
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
戦
闘
で
、
松
平

伊
豆
守
信
庸
も
間
部
下
総
守
詮
道
も
共
に
手
傷
を
負
っ
た
と
も
あ
る
。 

 

薩
邸
表
門
の
通
り
で
は
砲
戦
が
難
し
い
た
め
、
藩
邸
内
の
小
山
の
蔭
に
逃
げ
込
ん

だ
と
こ
ろ
で
打
ち
合
い
と
な
っ
た
が
、
更
に
接
近
し
た
た
め
、
双
方
と
も
筒
〔
銃
器
〕

を
捨
て
一
斉
に
刀
を
抜
き
白
兵
戦
と
な
っ
た
。
裏
通
り
を
固
め
て
い
た
幕
府
撒
兵
や

歩
兵
の
中
に
浪
士
た
ち
が
切
り
込
む
と
、
撒
兵
等
は
銃
器
を
一
発
も
撃
た
ず
に
サ
ッ

と
道
を
開
い
た
た
め
に
そ
こ
か
ら
脱
走
し
た
、
と
記
す
。 

 

こ
の
辺
り
の
生
々
し
さ
は
、
む
し
ろ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
先
の
逃
避

行
記
事
は
、
「
赤
報
記
」
と
の
ズ
レ
が
目
立
つ
ば
か
り
か
、
聊
か
芝
居
じ
み
て
く
る
。 

 

「
三
十
人
計
リ
田
町
通
リ
ヨ
リ
高
輪
辺
、
血
刀
ヲ
提
ケ
、
何
レ
モ
謡
ヲ
ウ
タ
ヒ
ナ

ガ
ラ
静
々
ト
落
去
」
云
々
、「
血
の
り
の
刀
を
提
げ
」
は
と
も
か
く
、「
何
レ
モ
謡
ヲ

ウ
タ
ヒ
ナ
ガ
ラ
静
々
ト
落
去
」
っ
た
と
の
記
述
は
、
追
跡
を
振
り
切
る
た
め
に
高
輪

辺
り
で
次
々
と
放
火
し
な
が
ら
逃
亡
し
た
、
と
の
「
赤
報
記
」
の
記
事
と
は
ま
る
で

違
う
。
そ
の
後
に
は
、「
羽
根
田
か
ら
乗
船
し
」
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
赤
報
記
」

に
あ
っ
た
、
本
船
に
乗
り
移
れ
な
か
っ
た
二
艘
の
浪
士
が
羽
根
田
で
上
陸
し
て
陸
路

を
遁
走
し
た
、
と
の
こ
と
が
誤
伝
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
事
件
」
直
後
で
も
誤
伝
が

記
録
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。 

 

続
い
て
「
品
川
辺
り
か
ら
小
舟
で
落
ち
、
追
っ
手
か
ら
数
十
発
砲
撃
を
食
ら
っ
た

が
、
遂
に
沖
合
に
逃
れ
た
」
と
い
う
記
事
は
、
実
際
に
翔
鳳
丸
に
乗
り
移
っ
て
幕
府

軍
艦
の
追
跡
を
遁
れ
た
者
が
早
い
時
期
に
記
し
た
「
赤
報
記
」
と
突
き
合
わ
せ
る
と

齟
齬
が
甚
だ
し
い
し
、「
三
島
ま
で
逃
れ
た
者
が
農
兵
に
囲
ま
れ
て
召
し
捕
ら
れ
た
」

の
が
一
人
だ
と
い
う
の
は
、
近
年
、
中
根
賢
氏
に
よ
っ
て
精
力
的
に
解
明
さ
れ
た
、

「
事
件
」
後
の
関
東
取
締
役
と
各
地
農
兵
等
に
よ
る
浪
士
追
捕
の
動
向
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
事
実
か
ら
ほ
ど
遠
い
〔
補
説
中
根
Ｂ
論
文
〕。 

 

こ
れ
ら
は
、
黒
川
秀
波
が
「
薩
邸
攻
撃
」
側
の
者
で
あ
る
た
め
で
、
戦
場
に
い
た

庄
内
兵
ら
の
記
録
や
伝
聞
を
中
心
と
し
た
記
事
は
事
実
に
近
い
も
の
の
、
浪
士
の
逃

避
行
に
関
し
て
は
怪
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
最
後
の
締
め
括
り
、「
諸
家
の

兵
が
引
き
上
げ
た
の
は
夕
七
ッ
時
過
ぎ
」
と
い
う
の
は
、
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」

に
あ
っ
た
松
平
権
十
郎
の
届
け
と
も
合
致
し
、
事
実
に
近
い
の
で
あ
る
。 

 

『
復
古
記
』
採
録
最
後
の
⑨
「
慶
明
雑
録
」
中
の
西
郷
書
翰
及
び
別
記
事
に
は
、
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当
日
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
他
を
補
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
た
だ
、「
又
云
」

と
し
て
採
っ
た
「
慶
明
雑
録
」
中
の
別
記
事
に
は
、「
徳
川
軍
艦
四
艘
ヨ
リ
砲
撃
」
を

受
け
た
、
と
か
の
怪
し
い
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
お
、「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
ラ
ス
ト
記
事
と
し
て
、
討
手
側
の
諸
藩
大
名
家
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
討
手
は
以
下
の
十
二
家
に
の
ぼ
る
。 

 

酒
井
左
衛
門
尉
〔
庄
内
藩
〕・
松
平
大
和
守
〔
前
橋
藩
〕・
間
部
下
総
守
〔
鯖
江
藩
〕・

松
平
和
泉
守
〔
三
河
西
尾
藩
〕・
松
平
伊
豆
守
〔
上
山
藩
〕・
松
前
志
摩
守
〔
松
前
福

山
藩
〕・
堀
田
相
模
守
〔
下
総
佐
倉
藩
〕・
三
宅
備
後
守
〔
三
河
田
原
藩
〕・
鳥
居
丹
波

守
〔
下
野
壬
生
藩
〕・
酒
井
紀
伊
守
〔
出
羽
松
山
藩
〕・
牧
野
伊
勢
守
〔
越
後
三
根
山

藩
〕・
遠
藤
但
馬
守
〔
近
江
三
上
藩
〕
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
諸
藩
兵
が
す
べ

て
実
際
に
出
動
し
た
か
は
、
『
復
古
記
』
だ
け
で
は
判
ら
な
い
。 

 

（
三
）
「
事
件
」
の
結
果
・
後
始
末 

 

で
は
、
双
方
死
傷
者
数
や
、
脱
走
逃
亡
浪
士
へ
の
対
処
、
捕
縛
し
た
薩
摩
藩
士
の

処
遇
な
ど
に
つ
い
て
、『
復
古
記
』
は
ど
ん
な
記
事
を
採
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
既
に
筆
者
は
、『
復
古
記
』
不
採
録
の
「
家
記
」
や
、
新
た
に

蒐
集
し
得
た
史
料
な
ど
か
ら
、
多
様
に
し
て
詳
細
な
情
報
を
得
て
お
り
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
次
回
に
可
能
な
限
り
紹
介
す
る
が
、
『
復
古
記
』
は
、
「
事
件
」
自
体
の
史
料

に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
の
量
を
採
録
し
て
い
る
の
に
比
し
、
結
果
・
後
始
末
に
関
し

て
は
、
採
録
記
事
が
少
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
、結
果
と
し
て
の
死
傷
者
に
つ
い
て
の
記
事
な
ら
多
少
は
あ
る
。
ま
ず
、

①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
と
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
を
典
拠
と
し
た
庄
内
藩
家
老
松

平
権
十
郎
の
二
十
五
日
付
「
届
書
」
に
は
、「
切
捨
降
人
召
捕
人
等
有
之
」
と
か
「
両

屋
敷
〔
薩
邸
・
佐
土
原
藩
邸
〕
共
砲
火
ニ
テ
焼
失
」
と
か
「
左
衛
門
尉
人
数
之
内
ニ

モ
、
討
死
手
負
等
有
之
」
と
の
記
事
が
あ
る（

21
）。

た
だ
し
、
死
傷
者
数
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
の
数
を
補
う
意
味
で
あ
ろ
う
、
次
に
、
同
じ
庄
内
藩
の
藩
士
岡
田
五
十
馬

に
よ
る
届
け
を
、
や
は
り
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
か
ら
採
っ
て
い
る
。 

 
 

打マ
マ

死
一
名
手
負
八
名
、
打マ

マ

取
薩
邸
十
六
人
、
末
家
二
人
、
降
人
薩
邸
四
十
二
人
、 

 
 

生
捕
薩
邸
一
人
、
末
家
三
十
二
人（

22
）、 

 

す
べ
て
は
庄
内
藩
と
し
て
の
報
告
。
従
っ
て
討
死
一
名
手
負
八
名
は
庄
内
藩
士
、

庄
内
藩
が
薩
邸
で
討
取
っ
た
の
が
十
六
名
、
佐
土
原
藩
邸
で
二
人
、
降
参
に
出
た
の

が
薩
邸
か
ら
四
十
二
人
、
交
戦
中
生
け
捕
っ
た
者
が
薩
邸
で
一
人
、
佐
土
原
藩
邸
で

三
十
二
人
と
い
う
報
告
で
あ
る
。 

 

一
方
上
山
藩
松
平
伊
豆
守
か
ら
の
報
告
「
打
取
十
二
人
、
打
死
八
名
、
手
負
八
名
」

と
、
荘
内
支
藩
松
山
藩
酒
井
紀
伊
守
か
ら
の
報
告
「
生
捕
十
五
人
、
打
取
四
人
」
を
、

や
は
り
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
か
ら
採
っ
て
い
る（

23
）。

い
ず
れ
も
藩
と
し
て
の
報
告

で
あ
る
。
鯖
江
藩
間
部
下
総
守
の
報
告
か
ら
は
、
既
に
み
た
降
参
人
を
評
定
所
ま
で

送
り
届
け
た
下
り
の
後
、「
別
紙
」
と
し
て
「
打
死
三
名
手
負
八
名
」
と
の
記
事
を
、

③
「
間
部
詮
道
家
記
」
と
①
「
淀
藩
加
藤
某
筆
記
」
を
典
拠
に
採
っ
て
い
る

（
24
）。 

 

続
い
て
『
復
古
記
』
が
採
っ
た
④
「
酒
井
忠
宝
家
譜
」〔
庄
内
藩
〕
の
記
事
に
も
「
数
」

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
数
」
は
庄
内
藩
士
岡
田
五
十
馬
に
よ
る
届
け
と
一
致
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
降
人
ニ
出
ル
者
四
十
二
人
」と
あ
り
、

こ
れ
は
同
じ
。「
討
取
処
ノ
首
二
級
」
と
あ
る
の
は
、
岡
田
報
告
に
記
さ
れ
て
い
た
「
打

取
薩
邸
十
六
人
」
の
内
、
二
名
の
首
級
を
挙
げ
た
、
と
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
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「
島
津
淡
路
守
邸
ヘ
ハ
新
徴
組
ヲ
遣
シ
、
有
合
処
ノ
人
数
尽
召
捕
」
と
も
あ
る
が
、

佐
土
原
藩
士
に
つ
い
て
岡
田
報
告
は
、
二
人
を
討
ち
取
り
、
三
十
二
人
を
生
け
捕
っ

た
と
記
し
て
い
た
。
岡
田
報
告
は
幕
府
へ
提
出
し
た
正
規
の
届
け
で
あ
り
、「
家
譜
」

の
こ
の
部
分
の
書
き
ぶ
り
は
大
雑
把
で
あ
る

（
25
）。 

 

ま
た
、「
附
録
」
と
し
て
採
録
し
た
②
「
黒
川
秀
波
筆
記
」
の
先
に
引
い
た
箇
所
に

「
双
方
ト
モ
ニ
死
傷
数
不
知
」「
薩
人
四
十
人
余
モ
召
捕
ニ
相
成
候
由
」
と
あ
っ
た
他
、

引
用
に
続
い
て
「
右
屋
敷
〔
薩
邸
〕
跡
土
蔵
計
リ
残
リ
、
長
屋
類
ハ
不
残
焼
失
、
先

キ
先
キ
ニ
六
七
人
程
死
骸
有
之
」「
町
屋
焼
失
ハ
金
杉
海
手
迄
、
田
町
之
内
二
丁
程
、

高
輪
通
別
状
ナ
ク
、
品
川
駅
橋
向
焼
失
、
是
ハ
落
人
道
々
何
ニ
寄
ラ
ス
火
ヲ
付
ケ
町

屋
ヘ
投
入
候
由
、
夫
ヨ
リ
焼
失
ス
」
と
あ
る
。
庄
内
藩
が
薩
邸
で
召
し
捕
っ
た
数
と

近
い
。
火
災
に
つ
い
て
は
『
復
古
記
』
中
で
は
こ
の
記
事
が
一
番
委
し
い
が
、「
高
輪

通
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
二
記
事
に
、
浪
士
側
が
放
火
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
と
食

い
違
う
。
も
っ
と
も
、
火
災
に
つ
い
て
は
後
の
観
察
記
録
と
し
て
の
こ
の
記
事
の
方

が
事
実
に
近
い
よ
う
に
も
思
え
る（

26
）。 

 

他
の
後
始
末
と
し
て
大
き
な
問
題
の
内
、
脱
走
浪
士
の
対
策
に
つ
い
て
は
一
つ
の

記
事
が
あ
る
。
⑦
「
本
多
正
憲
家
記
」
、
⑧
「
森
川
俊
方
家
記
」
を
典
拠
と
し
た
〔
老

中
稲
葉
美
濃
守
か
ら
〕
大
目
付
へ
の
命
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
無
余
儀
戦
争
相
成
候
」

と
「
焼
き
討
ち
」
の
事
実
を
受
け
、「
就
テ
ハ
猶
脱
走
之
輩
モ
難
計
候
間
、
右
様
之
モ

ノ
及
見
聞
候
ハ
ヽ
、
速
ニ
召
捕
、
自
然
手
余
リ
候
ハ
ヽ
討
捨
之
上
、
早
々
訴
出
候
様

可
致
、
万
一
見
聞
候
共
其
儘
ニ
差
置
候
者
ハ
可
被
処
重
科
候
、
右
之
趣
、
御
料
私
領

寺
社
領
共
不
漏
様
可
被
相
触
候
、
右
之
通
、
万
石
以
上
以
下
之
面
々
ヘ
可
被
達
候
」

と
あ
る（

27
）。

こ
の
脱
走
浪
士
の
召
捕
・
討
捨
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
に

関
し
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
中
根
賢
氏
の
論
考
に
委
し
い
〔
補
説
中
根
論
文
Ｂ
〕。 

 

後
始
末
に
関
し
、
他
の
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
捕
縛
薩
摩
藩
士
の
処
置
・
処
遇

問
題
が
あ
る
は
ず
だ
が
、『
復
古
記
』
か
ら
は
一
切
探
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

以
上
が
、
『
復
古
記
』
か
ら
知
り
得
る
「
事
件
」
の
す
べ
て
で
あ
る
。
「
事
件
」
に

関
し
、『
復
古
記
』
に
は
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
『
復
古
記
』
典
拠
史
料
中
の
他
の
記
事
、

『
復
古
記
』
編
纂
時
の
対
象
史
料
に
含
ま
れ
て
い
な
が
ら
ま
っ
た
く
活
用
さ
れ
な
か

っ
た
史
料
、
当
時
ま
た
は
直
近
の
史
料
で
『
復
古
記
』
編
纂
の
対
象
外
で
あ
っ
た
史

料
な
ど
、
筆
写
が
既
に
蒐
集
を
終
え
た
史
料
は
数
多
い
。
そ
れ
ら
の
紹
介
と
総
合
的

な
分
析
に
つ
い
て
は
次
回
に
行
う
こ
と
と
す
る
〔
補
説
参
照
〕。 

 

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
と
国
立
公
文
書
館
に
は
大
変
お

世
話
に
な
っ
た
。
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
二
〇
一

三
年
度
跡
見
学
園
女
子
大
学
特
別
研
究
助
成
費
の
交
付
を
受
け
た
研
究
課
題
《『
戊
辰

戦
争
期
江
戸
出
来
事
・
情
報
総
覧(

月
日
表)

』
作
成
の
た
め
の
、
膨
大
な
史
料
群(

未

刊
原
文
書
・
貴
重
写
本)

の
写
真
・
複
写
、
及
び
原
史
料
収
集
》（
前
年
度
よ
り
継
続
）

を
遂
行
し
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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『復古記』不採録の諸記録から探る江戸情勢 (二) 

註
 

（
1
）
「
薩
邸
事
件
略
記
」
は
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
蔵
「
薩
邸
事
件
略
記
」
を
底
本
と
し 

た
も
の
が
、
諏
訪
史
料
叢
書
第
十
三
巻
と
し
て
一
九
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
相
楽
総
三

関
係
史
料
集
』
に
収
め
ら
れ
、
後
、
他
の
史
料
を
増
補
し
て
一
九
三
九
年
に
信
濃
教
育
会

諏
訪
部
会
か
ら
再
刊
、
さ
ら
に
近
年
、
西
澤
朱
実
編
『
相
楽
総
三
・
赤
報
隊
史
料
集
』（
二

〇
〇
八
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
）
に
「
附
」
と
し
て
影
印
収
録
さ
れ
た
。
ま
た
他
に
相
楽
総
三

の
孫
木
村
亀
太
郎
旧
蔵
の
写
本
を
維
新
史
料
編
纂
会
が
転
写
し
た
「
江
戸
薩
邸
事
件
略
記
」

が
、
現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
写
本
と
し
て
現
存
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

史
料
編
纂
所
写
本
〔
木
村
亀
太
郎
旧
蔵
写
本
〕
に
は
、
「
〔
原
本
附
箋
朱
書
〕
と
し
て
、

コ
ノ
薩
邸
事
件
略
記
ハ
落
合
直
亮
氏
ガ
後
年
手
記
セ
ラ
レ
テ
家
ニ
遺
セ
ル
モ
ノ
ナ
レ
リ
」

と
の
頭
註
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
蔵
本
に
は
、
薩
邸
事
件
に
直
接

関
わ
る
記
事
が
大
略
終
わ
っ
た
箇
所
に
「
以
上
、
磯
崎
伍
太
郎
ニ
命
ジ
筆
記
セ
シ
ム
」
と

あ
り
、
さ
ら
に
両
底
本
と
も
、
「
今
［
日
］
二
十
余
年
の
昔
日
ヲ
回
顧
ス
ル
ニ
夢
の
如
シ
」

と
あ
る
後
、「
薩
邸
事
件
の
如
き
其
顛
末
を
詳
に
知
る
も
の
な
し
、
然
シ
て

之

[

そ]

の
主
領
［
た

る
も
の
は
］
独
直
亮
の
存
在
せ
る
の
ミ
、
茲
ニ
そ
の
顛
末
の
亡
ひ
む
こ
と
を
惜
し
ミ
、
聞

か
る
ま
ゝ
に

[

の
ま
ゝ
に]

そ
の
大
略
を
記
し
置
く
も
の
也
」
と
あ
っ
て
「
明
治
二
十
三
年
十
月

[

十
二] 

落
合

直
澄
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
〔
史
料
脇[
 
]

は
編
纂
所
写
本
の
文
言
、
史
料
本
文
中
［ 

］

は
編
纂
所
写
本
に
は
無
い
文
言
〕
。
つ
ま
り
「
事
件
」
二
十
三
年
後
、
直
亮
が
実
弟
直
澄
の

求
め
に
応
じ
て
語
っ
た
も
の
を
磯
崎
伍
太
郎
が
書
き
記
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

ま
た
、
史
談
会
が
明
治
二
十
六
年
～
三
十
二
年
の
間
に
、「
事
件
」
関
係
者
か
ら
聴
取
し

た
回
顧
談
と
し
て
は
、『
史
談
会
速
記
録
』
第
十
二
輯
・
第
十
五
輯
・
第
三
十
一
輯
・
第
三

十
二
輯
・
第
四
十
八
輯
・
第
八
十
七
輯
の
各
所
に
、
落
合
直
亮
・
俣
野
時
中
・
井
上
頼
圀
・

林
源
太
兵
衛
の
談
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〔
原
書
房
覆
刻
『
史
談
会
速
記
録
』
合
本
第
三
・

第
六
・
第
九
・
第
十
五
、
一
九
七
一
～
二
年
〕。 

 
 

 
 

 

さ
ら
に
、
や
は
り
後
年
の
「
朝
比
奈
閑
水
手
記
」〔
原
本
所
在
不
明
〕
及
び
徳
川
慶
喜
自

身
の
「
談
話
」
は
、
と
も
に
続
日
本
史
籍
協
会
叢
書
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
史
料
篇
三
に
所

収
さ
れ
て
い
る
〔
一
九
七
五
年
覆
刻
、
東
京
大
学
出
版
会
〕
。 

（
2
）
東
京
帝
国
大
学
蔵
版
『
復
古
記
』
第
一
冊
（
一
九
三
〇
年
、
内
外
書
籍
株
式
会
社
）
三 

 

六
六
頁
～
三
七
三
頁
〔
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
直
し
、
常
用
漢
字
に
無
い
も
の

は
そ
の
ま
ま
と
し
た
〕。 

（
3
）
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
『
黒
川
秀
波
筆
記
』
全
85
冊
。
こ
の
筆
録
に
は
自 

 
 

序
に
相
当
す
る
も
の
は
無
く
、
黒
川
秀
波
の
詳
細
は
ま
だ
確
定
で
き
て
い
な
い
。 

 
 
 

青
山
忠
正
氏
は
「
家
茂
の
参
内
と
勅
語
―
慶
応
元
年
夏
の
場
景
―
」
京
都
大
学
『
人
文

学
報
』
第
73
号
（
一
九
九
四
年
一
月
）
で
、
「
黒
川
備
中
守
（
の
ち
近
江
守
）
盛
泰
で
は

な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
閣
文
庫
所
蔵
『
諸
帳
簿
・
記
録
局
諸
則
沿
革
録
附 

 

録
一
・
旧
局
員
履
歴
』
件
40
、
お
よ
び
『
諸
帳
簿
・
記
録
局
諸
則
沿
革
録
附
録
二
・
旧
写 

 

字
生
履
歴
』
件
03
の
「
黒
川
秀
波
」
項
を
見
る
と
、
「
長
崎
県
士
族
」
と
あ
り
、
明
治
五

年
六
月
に
史
官
と
な
り
、
同
年
七
月
に
初
め
て
正
院
に
十
四
等
で
出
仕
、
同
六
年
十
二
月 

 

に
十
三
等
、
同
八
年
に
十
二
等
、
と
下
級
官
吏
の
道
を
歩
み
、
同
年
九
月
に
一
旦
廃
官
、 

 

翌
九
年
十
月
に
除
服
出
仕
し
た
後
、
翌
十
年
一
月
に
再
度
の
廃
官
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 

こ
の
「
長
崎
県
士
族
」
黒
川
秀
波
は
、
同
文
庫
所
蔵
の
『
太
政
類
典
外
編
、
官
規
二
賞 

 

典
恩
典
一
』
中
の
六
年
四
月
三
日
記
事
に
よ
る
と
、「
本
院
十
四
等
出
仕
黒
川
秀
波
文
政
ヨ

リ
文
久
ニ
至
ル
迄
ノ
雑
記
五
百
冊
献
納
致
候
ニ
付
」
と
し
て
「
金
五
千
匹
」
が
下
賜
さ
れ

て
お
り
、
更
に
同
文
庫
所
蔵
『
公
文
録
府
県
之
部
明
治
十
年
自
六
月
至
九
月
全
』
を
見
る

と
、「
東
京
府
下
寄
留
長
崎
県
士
族
黒
川
秀
波
」
が
「
献
本
」
を
申
し
出
、
修
史
館
は
こ
の

「
献
本
」
が
「
凡
金
十
五
円
位
」
に
あ
た
る
、
と
の
届
け
を
明
治
十
年
五
月
三
十
日
付
け

で
提
出
し
て
い
る
。「
筆
記
」
は
文
久
年
間
以
後
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
六
年
四
月
に
献
納

し
た
「
雑
記
」
は
「
筆
記
」
と
は
別
の
記
録
類
で
あ
る
が
、
十
年
五
月
の
「
献
本
」
が
「
筆

記
」
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
黒
川
秀
波
」
と
い
う
姓
名
の
人
物
が
、

こ
れ
ほ
ど
の
記
録
類
を
修
史
館
に
収
め
て
い
る
以
上
、
こ
の
長
崎
県
士
族
黒
川
秀
波
が
、

「
筆
記
」
の
筆
録
者
黒
川
秀
波
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、

ど
こ
の
藩
士
で
あ
っ
た
の
か
は
捜
索
中
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
手
が
か
り
が
な
い
。 
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一
方
、
青
山
氏
が
推
定
し
た
黒
川
盛
泰
は
、
目
付
、
町
奉
行
か
ら
大
目
付
、
勘
定
奉
行 

 

ま
で
の
幕
府
要
職
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
り
、
明
治
四
年
十
一
月
に
没
し
て
い
る
。
長
崎 

 
県
士
族
黒
川
秀
波
が
明
治
五
年
か
ら
下
級
官
吏
の
道
を
歩
き
始
め
た
と
き
、
黒
川
備
中
守 

 
は
す
で
に
こ
の
世
に
亡
く
、
全
く
の
別
人
で
あ
る
。 

（
4
）
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
『
坤
儀
革
正
録
』
全
56
冊
中
、
第
一
冊
の
自
序
に
、 

 

「
大
垣
藩
市
川
東
厳
」
と
自
署
が
あ
り
、
「
事
件
」
関
係
記
事
は
第
五
十
五
冊
に
あ
る
。 

（
5
）
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
纂
所
編
『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
追
録
８
』（
鹿
児
島
県
、 

 

一
九
七
八
年
）
四
五
〇
～
四
五
一
頁
。 

（
6
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
九
頁
。 

（
7
）
薩
摩
藩
士
を
含
め
た
浪
士
約
百
名
が
野
州
出
流
山
に
集
結
、
出
流
山
を
根
城
に
金
穀
強 

 

奪
や
一
味
へ
の
荷
担
要
求
な
ど
を
周
辺
諸
藩
〔
本
領
を
武
蔵
金
沢
に
領
し
、
分
領
が
野
州 

 

阿
蘇
郡
・
都
賀
郡
な
ど
に
あ
る
米
倉
丹
後
守
昌
言
の
金
沢
藩
、
本
領
が
対
馬
で
や
は
り
分 

 

領
が
安
蘇
郡
・
都
賀
郡
な
ど
に
あ
る
宗
対
馬
守
重
正
の
対
馬
藩
、
栃
木
宿
に
藩
役
所
の
あ 

 

る
宇
都
宮
藩
な
ど
〕
に
強
要
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
米
倉
丹
後
守
か
ら
幕
府
老
中
へ
の 

 

十
二
月
九
日
付
報
告
〔
藤
岡
屋
日
記
〕
に
詳
し
く
、
ま
た
『
復
古
記
』
が
典
拠
と
し
た
「
晩 

 

翠
楼
叢
書
」
に
は
、
出
流
山
徒
党
の
総
大
将
は
当
時
江
戸
薩
摩
藩
邸
三
田
屋
敷
在
の
村
上 

 

四
郎
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
『
復
古
記
』
第
一
冊
二
五
五
頁
〕。 

（
8
）
江
戸
城
内
に
二
十
二
日
夜
か
ら
当
番
で
宿
直
し
て
い
た
者
の
書
翰
中
に
、
「
明
六
ッ
半 

 

時
よ
り
二
丸
炎
上
ニ
而
半
時
之
内
ニ
表
裏
共
ニ
不
残
焼
失
致
、
残
り
ハ
角
部
や
、
御
小
人
、 

 

御
掃
除
部
や
計
り
到
り
候
、
御
三
方
様
直
ニ
三
ノ
丸
江
御
立
退
キ
其
よ
り
吹
上
江
御
立
退
、 

 

二
十
三
日
直
ニ
西
丸
ニ
入
、
御
女
中
ハ
壱
人
行
方
不
知
有
申
事
ニ
御
座
候
」
と
記
さ
れ
て 

 

い
る
〔
「
二
の
丸
炎
上
並
薩
摩
藩
邸
焼
打
等
消
息
ニ
付
書
状
」
内
閣
文
庫
所
蔵
、
多
門
櫓 

 

文
書
〕
。
こ
の
行
方
知
れ
ず
の
「
御
女
中
」
が
出
た
事
も
、
火
付
け
の
噂
が
広
が
っ
た
一 

 

因
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
9
）『
復
古
記
』
第
一
冊
三
七
一
頁
。
な
お
、『
復
古
記
』
に
は
「
一
昨
二
十
三
日
」
と
あ
る

と
こ
ろ
が
、
内
閣
本
で
は
「
旧
臘
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
元
々
大
部
の
『
黒
川
秀

波
筆
記
』
中
、
こ
の
部
分
に
「
慶
応
三
卯
年
十
二
月
廿
五
日
薩
藩
戦
争
之
概
略
」
と
題
を

付
し
、
年
明
け
慶
応
四
年
正
月
以
降
に
纏
め
た
記
事
で
あ
る
た
め
で
、
他
に
も
幾
つ
か
の

相
違
点
を
比
べ
る
と
、
『
復
古
記
』
が
依
拠
し
た
原
本
と
内
閣
文
庫
本
と
は
違
う
も
の 

 

の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
些
細
な
差
で
あ
れ
ば
、
内
閣
本
で
補
正
し
た
箇
所
以
外
に
も
異 

 

同
が
あ
る
が
、
内
容
理
解
に
影
響
の
な
い
も
の
は
一
切
異
同
は
無
視
し
て
い
る
。
ま
た
、 

 

内
閣
文
庫
本
に
あ
っ
て
、
『
復
古
記
』
が
採
録
し
な
か
っ
た
箇
所
は
多
く
あ
る
の
で
、
そ 

 

れ
に
つ
い
て
は
次
回
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
10
）
中
根
賢
氏
は
、
浪
士
隊
の
一
つ
甲
州
隊
に
潜
入
し
て
い
た
幕
府
側
間
諜
と
し
て
、
『
里 

 

正
日
誌
』
を
史
料
に
、
「
甘
利
宗
四
郎
」
の
名
を
上
げ
て
い
る
〔
補
説
中
根
論
文
Ｂ
〕
。 

 
 

実
際
に
『
里
正
日
誌
』
第
10
巻
（
東
大
和
市
立
郷
土
資
料
館
、
一
九
九
六
年
）
を
み
る
と
、 

 

こ
の
薩
摩
藩
邸
焼
き
打
ち
の
直
前
、
十
二
月
十
四
日
夜
～
十
五
日
に
起
き
た
荻
野
山
中
陣 

 

屋
襲
撃
事
件
を
、
事
前
情
報
を
得
て
召
し
捕
り
に
出
た
増
山
健
次
郎
の
覚
え
書
き
が
『
日 

 

誌
』
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
、
「
兼
而
探
索
之
為
会
津
侯
よ
り
入 

 

置
候
甘
利
宗
四
郎
入
来
申
聞
候
ニ
」
と
あ
り
、
会
津
藩
か
ら
薩
邸
密
偵
役
と
し
て
幕
府
に 

 

預
け
ら
れ
て
い
た
甘
利
宗
四
郎
の
、
幕
府
役
人
に
対
す
る
密
偵
報
告
を
も
と
に
増
山
ら
が 

 

繰
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
、
薩
邸
案
内
人
「
会
津
藩
士
甘
利
源
治
」
が
、
会
津 

 

藩
か
ら
の
預
か
り
人
甘
利
宗
四
郎
で
あ
る
こ
と
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
〔
「
里
正
日
誌
」
の 

 

記
事
探
索
は
、
中
根
氏
の
ご
教
示
に
発
し
て
い
る
〕
。
た
だ
し
、
酒
井
忠
宝
家
譜
に
「
会 

 

津
藩
士
甘
利
源
治
」
、
黒
川
秀
波
筆
記
に
「
会
津
何
某
」
、『
里
正
日
誌
』
に
「
会
津
侯
よ
り

入
置
候
甘
利
宗
四
郎
」
と
あ
る
も
の
の
、
幕
末
の
会
津
藩
士
の
名
を
諸
史
料
か
ら
探
索
し

て
み
て
も
、「
甘
利
」
性
は
見
当
た
ら
な
い
。
思
う
に
、
密
偵
で
あ
る
が
故
の
偽
名
か
、
あ

る
い
は
も
と
も
と
が
藩
士
で
は
な
く
、
密
偵
と
し
て
藩
に
抱
え
ら
れ
た
人
物
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
作
家
中
村
彰
彦
氏
は
、
短
編
小
説
「
甘
利
源
治
の
潜
入
」
（
『
二
つ

の
山
河
』
文
春
文
庫
、
一
九
九
四
年
所
収
）
を
著
し
て
い
る
。 

（
11
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
七
頁
。 

（
12
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
八
頁
。 
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（
13
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
九
頁
。 

（
14
）
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
「
赤
報
記
」
巻
頭
の
氏
名
録
に
よ
る
。
な
お
、「
赤
報
記
」
は 

 
註
（
１
）
で
「
薩
邸
事
件
略
記
」
が
収
め
ら
れ
た
史
料
集
と
し
て
触
れ
た
『
相
楽
総
三
関 

 
係
史
料
集
』
に
あ
り
、
西
澤
編
『
相
楽
総
三
・
赤
報
隊
史
料
集
』
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
15
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
九
～
三
七
〇
頁
。 

（
16
）
註
（
１
）
信
濃
教
育
会
諏
訪
部
会
編
『
相
楽
総
三
関
係
史
料
集
』
書
目
解
題
。 

（
17
）
史
料
編
纂
所
写
本
「
江
戸
薩
邸
事
件
略
記
」
八
丁
オ
モ
テ
に
は
「
道
ヲ
隣
邸
阿
波
藩 

 

ニ
借
リ
テ
三
田
町
ニ

、
、
、
、
出
ツ
」
と
あ
り
、
ま
た
西
澤
編
『
相
楽
総
三
・
赤
報
隊
史
料
集
』「
附
」 

 

の
「
薩
邸
事
件
略
記
」
四
三
頁
に
は
「
道
ヲ
隣
邸
阿
波
藩
ニ
借
リ
テ
三
田
ニ

、
、
、
出
ズ
」
と
あ 

 

る
。
な
お
、
註
（
１
）
参
照
。 

（
18
）
前
註
「
江
戸
薩
邸
事
件
略
記
」
及
び
「
薩
邸
事
件
略
記
」
に
は
共
に
「
開
陽
丸
」
と
あ 

 

る
が
、
「
開
陽
丸
」
は
当
時
大
坂
湾
に
在
り
品
川
沖
に
は
い
な
い
〔
前
註
西
澤
編
本
「
附
」 

 

補
註
41
〕
ま
た
、
当
時
軍
艦
奉
行
の
任
に
あ
っ
た
木
村
兵
庫
頭
喜
毅
の
日
記
、
慶
應
義
塾 

 

図
書
館
編
『
木
村
摂
津
守
喜
毅
日
記
』
（
一
九
七
二
年
、
塙
書
房
）
の
十
二
月
二
十
七
日 

 

の
条
に
は
、
「
夜
ニ
入
回
天
帰
来
之
報
申
来
、
下
田
迄
追
駆
、
今
朝
同
港
よ
り
出
船
、
六 

 

時
帰
碇
之
由
、
勇
次
郎
よ
り
申
来
候
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
「
回
天
」
で
あ
る
こ
と
が
判 

 

る
。
ま
た
、
こ
こ
に
「
下
田
迄
追
駆
」
と
あ
る
の
は
、
翔
鳳
丸
が
逃
げ
込
ん
だ
小
浦
湊
に 

 

は
軍
艦
回
天
は
入
れ
ず
、
翔
鳳
丸
か
ら
の
銃
撃
に
よ
る
損
傷
も
あ
っ
た
の
で
、
少
し
先
の 

 

下
田
港
に
一
晩
停
泊
し
て
か
ら
戻
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
〔
「
勇
次
郎
」
と
は
軍
艦
役
勤
方 

 

の
鈴
藤
勇
次
郎
で
あ
る
、『
柳
営
補
任
』
五
〕
。
な
お
、
保
谷
徹
『
戊
辰
戦
争
』〔
補
説
参
照
〕

は
、
典
拠
は
示
し
て
い
な
い
が
、
正
確
に
「
回
天
」
を
採
っ
て
い
る
。 

（
19
）『
復
古
記
』
第
一
冊
三
七
一
～
二
頁
。
史
料
脇[

 
 ]

は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
原
写
本
『
黒

川
秀
波
筆
記
』
の
も
の
、
史
料
本
文
中
［ 

 

］
は
内
閣
文
庫
本
に
は
無
い
も
の
〔
註
（
９
）

参
照
〕
。 

（
20
）
尤
も
、
内
閣
文
庫
本
に
は
そ
の
部
分
に
「
軒
ト
ノ
」
と
い
う
朱
書
の
附
札
が
附
い
て
い 

 

る
。
こ
の
附
札
が
何
を
意
味
す
る
か
は
定
か
で
な
い
が
、
墨
書
を
よ
く
見
る
と
、
「
役
」 

 

の
行
人
偏
を
書
く
前
に
、
違
う
文
字
の
編
を
書
き
か
け
、
そ
の
上
か
ら
行
人
偏
を
書
い
て 

 

「
役
」
と
記
し
た
た
め
、
編
が
「
車
」
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
旁
部
分 

 

は
、
明
確
に
「
干
」
で
は
な
く
「
殳
」
で
あ
る
。
刊
本
『
復
古
記
』
の
記
述
を
見
た
も
の 

 

が
、『
復
古
記
』
で
は
こ
の
部
分
を
「
軒
」
と
採
っ
て
い
る
、
と
朱
書
き
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
参
照
、
内
閣
文
庫
所
蔵
本
『
黒
川
秀
波
筆
記
』
第
75
冊
。 

（
21
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
七
頁
。 

（
22
）
前
註
に
同
じ
。 

（
23
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
八
頁
。 

（
24
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
六
九
頁
。 

（
25
）
前
註
に
同
じ
。 

（
26
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
七
一
頁
。 

（
27
）
『
復
古
記
』
第
一
冊
三
七
〇
～
七
一
頁
。 

 

〔
補
説
〕「
事
件
」
の
直
接
的
原
因
と
な
っ
た
、
江
戸
薩
摩
藩
三
田
邸
を
根
城
と
し
た
浪
士
達
に

よ
る
、
関
東
各
地
と
江
戸
で
の
蜂
起
・
放
火
・
略
奪
な
ど
の
攪
乱
行
為
に
関
す
る
研
究
で
あ
れ

ば
、
高
木
俊
輔
氏
の
『
維
新
史
の
再
発
掘
―
相
楽
総
三
と
埋
も
れ
た
草
莽
た
ち
』（
一
九
七
〇
年
、

日
本
放
送
出
版
協
会
）
、
同
『
明
治
維
新
草
莽
運
動
史
』
（
一
九
七
四
年
、
勁
草
書
房
）
の
代
表

的
著
作
を
は
じ
め
と
し
、
淀
川
好
幸
氏
の
「
出
流
山
事
件
余
聞
―
関
東
取
締
出
役
屋
敷
襲
撃
事

件
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
二
〇
〇
〇
年
、
小
島
資
料
館
『
小
島
日
記
』
三
二
）
や
、
中
根
賢
氏
の
「
薩

邸
浪
士
隊
の
関
東
攪
乱
工
作
と
地
域
の
対
応
―
幕
末
期
の
広
域
治
安
連
携
」
小
田
原
近
世
史
研

究
会
編
『
近
世
南
関
東
地
域
史
論
―
駿
豆
相
の
視
点
か
ら
』（
二
〇
一
二
年
、
岩
田
書
院
、
中
根

氏
Ａ
）
が
あ
る
。
ま
た
同
氏
の
「
幕
末
期
の
浪
士
徘
徊
と
広
域
治
安
連
携
―
薩
摩
藩
邸
焼
き
討

ち
事
件
後
の
武
蔵
・
相
模
」
関
東
近
世
史
研
究
会
編
『
関
東
近
世
史
研
究
論
集
』
３
（
二
〇
一

二
年
、
岩
田
書
院
、
中
根
氏
Ｂ
）
は
、「
事
件
」
後
の
逃
亡
浪
士
に
対
す
る
地
域
で
の
対
応
な
ど

を
、
地
域
史
料
を
駆
使
し
て
解
明
し
た
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。 

 

だ
が
、「
事
件
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
、
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
出
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来
な
い
。
事
件
へ
の
言
及
は
、
多
く
が
幕
末
維
新
期
の
政
治
情
勢
を
通
史
的
に
述
べ
る
な
か
で
、

戊
辰
戦
争
勃
発
の
引
き
金
と
な
っ
た
事
件
と
し
て
、
註
（
１
）
で
述
べ
た
よ
う
な
、
後
年
の
回

顧
録
的
「
史
料
」
を
基
に
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
、
或
い
は
、
薩
摩
藩
の
京
都
役
所
が
江

戸
で
の
浪
士
「
暴
走
」
を
抑
止
に
か
か
っ
た
、
と
い
っ
た
研
究
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。 

 

近
年
の
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
最
も
信
頼
の
お
け
る
書
物
で
あ
る
保
谷
徹
氏

の
『
戊
辰
戦
争
』
（
戦
争
の
日
本
史
18
、
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
お
い
て
も
、
薩
摩

藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
の
部
分
に
関
し
て
は
、
惜
し
い
こ
と
に
、
や
は
り
多
く
の
部
分
を
回
顧
録

的
「
史
料
」
に
依
拠
し
て
い
る
。 

 

本
稿
は
、「
戊
辰
戦
争
期
の
江
戸
」
に
関
わ
る
、
膨
大
な
量
の
原
・
写
本
史
料
を
蒐
集
す
る
作

業
過
程
で
、「
事
件
」
に
関
す
る
研
究
が
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
蒐
集
し
た
史

料
の
内
の
「
事
件
」
関
連
史
料
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
は
基
本
的
史
料
集
で
あ
り
な
が
ら
、

「
事
件
」
解
明
に
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
『
復
古
記
』
採
録
史
料
に
よ
っ
て
判
明
す
る
こ
と
は

何
か
、
だ
け
を
取
り
敢
え
ず
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 
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